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相談室から
　新年度始まって2カ月過ぎましたが、いかがお過ご
しでしょうか？
　毎日のように、新聞やテレビで悪質商法や消費者被
害についての報道を耳にしますが、村での4月の相談
件数は0件でした。
　これは、決して被害がないのではなく、被害に遭っ
たことに気づいていない、もしくは自己防衛本能によ
る気づいていないふり、または勉強代だと諦めてしまっ
ているのかなと推察しています。何かおかしいと思っ
たら、お気軽にご相談くださいね。
　相変わらず、「NTTファイナンス」など実在する会社
や公的機関をかたる電話がかかってきています。ご注
意ください！

●事例
　NTTファイナンスと称する自動音声の電話があり、
音声ガイダンスの後に番号を選択すると担当者につな
がった。「サイト利用料が1年間未納になっており、裁
判にかけられている。未納料と弁護士費用などで30万
円を支払えば裁判を止めることができ、後日手数料を
差し引いて返金する」と言われ、コンビニで電子マネー
を買うように指示された。
　まず、裁判にかけられたなら、裁判所から正式な封
書が届きますので、電話で裁判の話が出た時点で、お
かしいと気づいてください。サイトの利用料や電話料
金の未納などで法外金額を提示された時点で、あやし
いと思ってください。
　支払う前に一呼吸、一旦電話を切って相談室にお電
話を！

お困りのことなど、何かありましたら、お気軽に南阿蘇消費者相談室まで、ご相談ください。

〈提出日〉毎月5日締め切り
〈宛先〉〒869-1404 南阿蘇村大字河陽1705-1
　　　　　　　　　南阿蘇村役場 企画観光課企画係
〈Eメールアドレス〉skikaku@vill.minamiaso.lg.jp
〈お問い合わせ〉企画観光課企画係　TEL0967（67）1112
※作品を提出される際は、必ず「お名前」「連絡先」をご記入ください。

「広報 みなみあそ」では、団体加盟の作品の他、村
民の皆さんの作品をお待ちしています。俳句や短歌、
イラストなど、どしどしお寄せください！
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外国人の不法就労、
不法滞在防止にご協

力を！

「ダメ。ゼッタイ。」
　～薬物乱用を防止

しよう！～

　全国的にインターネット上での大麻密売が急増しており、若者への薬物汚染拡大の一因となっています。「一度く
らいなら」という軽い気持ちが身体に重大な障害を招きますので、そのような投稿を見つけても誘いに乗らないよ
うにしましょう。
　覚醒剤や大麻など、薬物に関する相談は、
　　匿名通報ダイヤル　http://www.tokumei24.jp　　　警察本部の「覚醒剤相談電話」℡096（384）4444
または最寄りの警察署、交番、駐在所に遠慮なく御相談ください。秘密は厳守します。

●不法滞在者や退去強制されることが既に決まっている人が働くこと
●観光などの目的で入国した人や留学生が許可を受けずに働くこと
●許可を受けた範囲（仕事内容、時間数など）を超えて働くこと

不法就労とは…

　⇒「不法就労助長罪」3年以下の懲役、300万円以下の罰金

　外国人を雇用されている人は就労資格の確認徹底をお願いします。
　研修生、技能実習生を受け入れている人は、日常の生活指導のほか、
研修、技能実習などの終了後に確実な帰国の確保ができるよう責任あ
る受け入れをお願いします。

事業者が不法就労させるなどを行った場合

〇　不法滞在者を雇用している企業や
店舗がある
〇　在留カードなどの身分証を見せよ
うとしない外国人がいる
〇　近所付き合いや挨拶を全くしない
外国人がアパートで集団生活をして
いる
などの情報があれば、最寄りの警察署
または110番への通報をお願いします。
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